
木曽広域ケーブルテレビのご案内木曽広域ケーブルテレビのご案内木曽広域ケーブルテレビのご案内   
      多くの方の加入をお待ちしております多くの方の加入をお待ちしております多くの方の加入をお待ちしております   

初期ご負担額 

◆ 一般世帯 加入料＋引込工事費負担金  63,000円 
 

※ブースター・分配器などの既存設備の交換等が必要となる場合、上記金額以外にオプション 
 料金が発生いたします。 
※集合住宅の場合、集合住宅所有者の加入の有無により負担額が変わります。 
※事業所加入の場合は、音声告知端末の設置の有無により負担額が変わります。  

基本契約及び月額使用料 

◆ ケーブルテレビ視聴 （放送内容は別紙チャンネルプランをご覧ください） 

◆ 域内ＩＰ電話 （ケーブルテレビ加入者間通話料無料電話）  
         セットで   一般世帯  月額   1,050円     

※域内アイピー電話は、ＮＴＴ回線を使用しないケーブルテレビ網を活用した電話サービス 

 で、ケーブルテレビ加入者間における通話が無料でご利用いただけます。域内IP電話を 

 使用する際は、「＊」（アスタリスク）を2回押し、NTTの市内局番を押してください。 

オプションサービス （お申込みの際は基本契約への加入が必要となります） 

◆インターネット接続サービス（回線利用料＋プロバイダ利用料） 

 利用申込料（※注）           21,000円 

 ライト0.5Ｍ    月額利用料  840円 

 スタンダード15Ｍ  月額利用料 2,625円 
(※注)利用申込料は、基本契約と同時申込みの場合は免除（無料）となります。 

 ※ 接続環境を確認するために、接続試験代（950円）が必要となります。 

 ※ インターネット接続サービスの通信速度表示は理論上の最大速度であり、回線状況、 

   加入者様の通信設備等の環境により異なりますので、通信速度を保証するものでは 

   ありません。 

 ※ インターネット接続サービスにはメールアドレス１個、ホームページ容量10MBがつ 

   いています。 
 

◆ 050ＩＰ電話サービス   月額基本料金  525円 

              月額通話料   従量分 

         (初回のみ)加入登録料   525円 
 
◆ 有料放送ﾁｬﾝﾈﾙｻｰﾋﾞｽ   月額基本料金 3,150円 
 （当サービスをご利用いただく場合はｾｯﾄﾄｯﾌﾟﾎﾞｯｸｽが必要となります。） 

◆ ｾｯﾄﾄｯﾌﾟﾎﾞｯｸｽ貸与    月額利用料   450円 

選択 

詳しくは 木曽広域連合地域振興課（℡  23-1050）へお問い合わせください。 



   ＊各家庭への引込工事及び加入契約に関する留意点＊ 

  裏面に記載した「加入料等」「月額使用料」は、ひとつの加入契約に対して生じる費用 

  となります。ここで、「ひとつの加入契約」について標準的な形を図示しますと‥ 

①最寄りの電柱・電線等から、各家庭の 

 軒先等に設置させていただく保安器 

 へケーブルを引込みます。 

②更に保安器から宅内に無償で設置す 

 る音声告知付き端末装置までケーブ 

 ルを配線します。 

 この端末装置の設置までが広域連合 

 で実施する工事（青色部分）となりま 

 す。 

 端末装置は音声による行政情報の提 

 供等に活用されます。 

③ケーブルテレビに加入された場合は、 

 電話機の接続先となります。 

④オプションのインターネットサービス 

 を利用される場合はパソコンの接続 

 先にもなります。 

・引込端子 

・保安器 

音声告知端末・ 

・テレビ 

パソコン・ 

・電話機 

ＮＴＴ回線 

引込端子から保安器までの一つの引込みで、「一つの加入契約」という扱いになります。 

 ＊離れ家等がある場合（１ ） 
同一敷地内に離れ家等を所有されて 

いて、その離れ家へも引込みを希望 

される場合、契約者が同一の場合で 

あっても、それぞれ別の契約が必要 

となります。 

 ○月額利用料は、２契約分負担して 

  いただくことになります。 

 ○それぞれに端末装置の設置を希 

  望される場合、２台目以降は有償 

  貸与となります。 

これは、同一敷地以外の別宅等の場 

合も同じ取り扱いとなります。 ＊離れ家等がある場合（２） 
同一敷地内の離れ家に母家から 

分配配線して同一の契約者が利 

用していただく事は、広域連合 

の指定する業者が、指定した材 

料を用いて行う場合のみ可能と 

なります。 

この場合、契約はひとつの契約 

のみで結構ですが、分配配線に 

係る工事費はご自身で負担をお 

願いいたします。 
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